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平成17年度人事院勧告の概要

勧告の骨子

・ ・ 本年度の給与改定により、年間給与はO. 1%程度減額。
・ 平成18年4月より給与構造の抜本的な改革を実施。

1

(1) 本年度の給与改定

①本年4月現在の月例給与の官民逆較差（△0.36%、△1,389円）を解消するた
俸給及び扶養手当の引下げ等を行う。 (2年ぶりの引下げ。昨年度は据え置き）

ボーナスの支給月数をO.05月分引き上げ

め、

②民間における賞与の支給状況を踏まえ、
る。（平成9年度以来8年ぶりの引上げ）
－

(2) 給与構造の改革
俸給水準の引下げ、
行う。

地域手当及び広域異動手当の新設等を内容とする給与構造の改革を

2内容

(1) 本年度の給与改定

①俸給表等
・ 全ての級の俸給月額を同率で引下げ。 （平均△O.3%)
・ 配偶者に係る手当を減額。 (A500円、現行13,500円→13,000円）
※本年4月から改正法施行までの官民較差相当分を解消するため、 4月の給与に較差
率(40.36%)を乗じて得た額を基本として、 12月の期末手当において調整。

③ボーナス
ボーナス（－般職員） 現行年間4．4月→4．45月

(2) 給与構造の改革

， 適正な給与の地域間配分を実現するとともに、職務・職責を重視し、実績を的確に反映
する給与制度への転換を図る｡

①地場賃金を反映させるための地域間配分の見直し
・ 全国共通に適用される俸給表の水準を平均4．8％引下げ。
・ 民間賃金が高い地域に3～18％の地域手当を支給。 （調整手当は廃止）
・ 異動距離が60km以上の転勤を行った職員に最大3年間を限度に3%(300km以
上の場合は6％）の広域異動手当を支給。 （平成19年度より実施)：

②年功的給与上昇を抑制する俸給構造への転換
・ 給与カーブのフラット化。

O%(1 ･2級及び3級の前半号俸)～△7%程度(4級以上の高位号俸､指定職）
・ 行政職俸給表(－)1 ．2級、4．5級の統合､ 12級の新設など級構成の再編。
・ 号俸の4分割、枠外昇給制度の廃止など号俸構成等の見直し。

③勤務実績の給与への反映

・ 普通昇給と特別昇給を廃止し、 ･査定昇給に一本化。勤務成績に応じた昇給号俸数の
設定等。

・勤勉手当について勤務実績の反映を拡大。成績区分別人員分布率の基準設定等。

④その他（平成19年度以降実施)
・ 俸給の特別調整額を俸給表別、職務の級別、支給区分別に定額化。
・ 本府省の課長補佐､係長及び係員を対象とする本府省手当の新設

⑤実施時期等
・ 平成18年4月より実施。
・ 一定の経過措置を設ける。
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公務員の給与改定に関する取扱いについて

〔蕾成'毒年9塁'8星〕

1 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員
の給与については、去る8月15日の人事院勧告どおり平成1

7年度の給与改定を行うとともに、平成18年度から地場賃金
の適正な反映、年功的な給与上昇の抑制、勤務実績の給与への
反映等の給与構造の抜本的な改革を実施する.ものとする。

2 特別職の国家公務員の給与については､おおむね1の趣旨に
沿って改定等を行うものとする。

3 1及び2については、平成17年度の給与改定は新たな追加

財政負担は要せず、平成18年度からの給与構造の改革は総人
件費の削減に資するものであるが、我が国の財政事情がますま
す深刻化している下で総人件費改革が求められていることを考
慮すれば、行財政改革を引き続き積極的に推進し､総人件費を
削減する必要がある。そのため､吹に掲げる各般の措置を講じ
るとともに、本年秋までに総人件費改革のための「基本指針」
を策定する。

(1) 地方支分部局等を始めとする行政事務・事業の整理、民間
委託、情報通信技術の活用、 ･人事管理の適正化等行政の合理
化､､能率化を積極的に推進する等の措置を講ずる･また、定
員については、大胆な再配置を進めるとともに、純減目標を
策定し、政府全体を通じた一層の純減の確保に取り組む。

(2) 人事院に対し、官民給与比較の方法について、調査対象民
間企業の拡大や民間企業における人事・組織形態の変化への
対応など、民間賃金の状況をより的確・精微に反映させるた
めの方策について、専門家の意見も踏まえて早急に総合的検
討を行うよう要請する。

(3) 国家公務員の退職手当制度について、給与構造の改革と併
せて、支給率カーブのフラット化、勤続年数に中立的な形で

貢献度を勘案する部分の新設、在職期間長期化に対応する算
定方式の特例の導入等の構造面の見直しを行う。



夕

(4) 独立行政法人（総務省設置法（平成11年法律第91号）
第4条第13号に規定する独立行政法人をいう。以下同
じ。 ）についても、中期目標設定、評価等について役職員数
も含めた一層の事務運営の効率化を図る°特に、平成17年
度末に中期目標期間が終了する独立行政法人については、
「今後の行政改革の方針」 （平成1，6年12月24日閣議決
定）等を踏まえ、中期目標期間の終了に伴う組織・業務全般
の整理縮小、民営化等の検討を進める6 さらに、特殊法人等
についても厳しい定員削減を実施する。

(5) 独立行政法人の役職員の給与改定については、国家公務員
の給与水準を十分考慮して適正な給与水準とするよう要請す
る。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式に
よ’り、役職員の給与等の水準を毎年度公表することとする。
また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国家公
務員の例に準じて措置されるよう対処するとともに、事業及
び組織形態の見直しを通じた給与等の適正化を進めるものと
する｡特殊法人等の役職員の給与等についても、法令等に基
づき、公表を進める。

(6) 地方公共団体に定員の増加を来し、人件費の累増をもたら
すような施策を厳に抑制する。

(7) 地方公共団体の定員については、新地方行革指針（平成1
7年3月29日）に基づき、過去の実績を上回る総定員の純
減を図るよう、引き続き要請する。

(8) 地方公共団体における地方公務員の給与改定に当たっては、
現下の極めて厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事情
等を十分検討の上、国と同様、行政の合理化、能率化を図る
とともに、既に国家公務員又は民間の給与水準を上回ってい
る地方公共団体にあっては‘その適正化を強力に推進するた
め必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
また、国家公務員における給与構造の改革を踏まえ、地方
公務員給与についても速やかな見直しを行うとともに、人事
委員会機能を発揮することなどにより、地域の民間給与の状
況をより的確に反映させるよう要請を行うものとする。
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刑事局作成

吉野正芳議員（自民）10月11日（火） 衆・法務委
対法務当局

2問検察官の仕事は激務であると思うが，どの程度忙しいの
か，法務当局に問う。

（答）

我が国においては，検察官のみが人を起訴するかどうかとい

う，その人の一生を左右する重大な権限を行使することとされ

ており，実務でば有罪の確実な心証がある場合に限って，公
訴を提起しています。したがいまして，検察官は警察等の第一

次捜査機関が収集した証拠にのみ頼ることはなく， 自ら被疑者

や参考人を取り調べるとともに,.必要に応じて犯行現場に赴き，

あるいは捜索．差押を行います。また，被疑者の情状について

も余すことなく捜査をし》事件の処分や求刑に反映させていま

す。特に，被疑者が逮捕・勾留されている事件では；限られた

時間の中で， これらの捜査を遂行しなければなりません。

また，公判においても，捜査記録を熟読して，的確な立証方

針をたてた上，公判に立会するわけですが,公判の立会のない

日でも，証人等との打合せや重大事件を中心に各種起案に従事

しています。

したがって，検察官が，休日に出勤することも珍しいことで

はなく，残業についても常態化している現状にありますが，刑

事司法の要としての自負を持って日々の職務に従事していると

ころです。
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刑事局作成

吉野正芳議員（自民）10月11日（火） 衆・法務委

対法務当局

3問検察官が取り扱っている事件数やその内容の現状はどう

か，法務当局に問う。

（答）

検察庁における刑法犯の受理事件数は，近年, '増加を続けて

おり，公判請求件数も急増している状況にあります。平成10

年と同16年を比較しますと，受理事件数は，約96万件から

約127万件と3割以上増加し，公判請求件数は，約10万5

千件から約15万件と4割以上増加しています。

事件の内容を見ても，凶悪事件や外国人犯罪等，捜査が困難

で, 、時間や労力を要する事件が急増しているほか，経済事件や

脱税事件もあとを絶たない上，悪質巧妙化している状況にあり

ます。

他方，政府として推進している司法制度改革に適切に取り組

んでいくことも必要であり，検察官は,迅速かつ充実した公判

の実現を図る必要がある上，新たに導入される裁判員制度への

対応も求められているところです。

さらに，現在，政府において，犯罪被害者等基本計画を策定

しておりますが，検察官も，犯罪被害者に対して，今まで以上

に適切な対応をしていく必要がありますず

このように，検察官が取り扱う事件は，質・量共に増大して

おります。
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独
立
性

四
問
裁
判
官
の
報
酬
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は
、

憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
は
な
い
の

か
、
政
務
官
に
問
う
。

法
務
省
は
、
憲
法
の
解
釈
一
般
に
つ
い
て
政
府
を

裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、

司
法
法
制
部
作
成

吉
野
正
芳
議
員
（
自
民
）

憲
法

』

「
在

冬一一1



句

卵
剛
洲
鯏
洲
剛
維
州
Ｍ
州
棚
醜
艫
肌
脈
順
繩
稲
↑

使
の
独
立
性
や
三
権
の
均
衡
を
害
し
て
司
法
府
の
活

れ
と
同
程
度
の
引
下
げ
を
行
う
こ
と
は
、
相
当
額
の

報
酬
が
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
、
裁
判
官
の
職
権
行

律
に
よ
っ
て
一
律
に
全
裁
判
官
の
報
酬
に
つ

行
政
府
の
国
家
公
務
員
の
給
与
引
下
げ
に
伴
い
、
法

均
衡
等
の
観
点
か
ら
さ
れ
た
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く

俸
を
引
き
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
旨
の

げ
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
を
社
会
一
般
の
情

人
事
院
勧
告
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の

勢
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
、
国
家
公
務
員
全
体
の
本

よ
う
な
国
家
公
務
員
全
体
の
給
与
水
準
の
民
間
と
の

を
禁
止
し
た
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
報
酬
の
減
額

る
意
図
で
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
国
家
公
務
員
の
給
与
の
引
下

い

て

こ

い
一
」

2



･

第
七
十
九
条
第
六
項
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て

定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任

中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

憲
法
（
参
考
）

（
注
）
な
お
、
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
、
最
高
裁
判
所
の
裁

判
官
全
員
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
官
会
議
も
同
趣
旨
の
結
論

を
確
認
し
た
と
の
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
の
コ
メ
ン
ト
が

発
表
さ
れ
て
い
る
（
別
添
参
照
）
。

違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

十
五
年
に
も
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

止
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
条
に

し
た
が
い
ま
し
て
、
今
回
の
措
置
は
、
憲
法
第

や

七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
の
減
額
禁

な
お
、
同
趣
旨
の
引
下
げ
は
、
平
成
十
四
年
及
び

3



●

｡

答
弁
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

第
八
十
条
第
二
項
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定

期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、

こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

自
宅
携
帯

4



9

平成14年度改正のもの

最高裁判所事務総長コメント

政府においては，今年度の人事院勧告に沿って，特別職を含め，国家公務員の給与全

体を引き下げることとした旨決定したと聞いております。

そこで，本日，先般の最高裁判所裁判官会議の結果に基づいて，裁判官の報酬等に関

する法律を所管する法務省の担当部局に対し，裁判官の報酬について，国家公務員同様

の引き下げを行う旨の立法関係作業を依頼することとしました。

裁判官会議では，憲法上，裁判官の報酬について特に保障規定が設けられている趣旨

及びその重みを十分に踏まえて検討し，人事院勧告の完全実施に伴い，国家公務員の給

与全体が引き下げられるような場合に，裁判官の報酬を同様に引き下げても，司法の独

立を侵すものではないことなどから，憲法に違反しない旨確認したものと理解していま

す。



(対大臣.副大臣･政務官｡匿塞至圖）
大臣官房厚生管理官作成

10月1 1B(火）衆・法務委吉野正芳議員（自民）
5問.検察官の年金制度はどのようになっているか，

法務当局に問う。

1

（答）

検察官は，一般職の国家公務員に属し，検察官とな

った日から法務省共済組合の組合員としての資格を取

得し，長期給付の適用を受けることとなる。

更問1 ．検察官は特別扱いされていないか。

、

(答）

特別に扱われていることはない。

更問2．年金の受給額について特別扱いされていな

いか。

（答）

一般職の国家公務員と同様であり，特別に扱われる

ことはない。

○資料関係法令条文等の写し



①国家公務員共済組合法
（組合員の資格の得喪）

第37条職員となった者は､その職員となった日から、その属する各省各庁及び当
該各省各庁の所管する特定独立行政法人文は公社の職員をもって組織する組合(第
3条第2項各号に掲げる職員については､同項の規定により同項各号の職員をもっ
て組織する組合）の組合員の資格を取得する。
（定義）

第2条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。

1職員常時勤務に服することを要する国家公務員（国家公務員法（昭和22年法
律第120号）第79条又は第82条の規定（他の法令のこれらに相当する規定を含
む｡）による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する
義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令
で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含

. ；

まないものとするd)をいう。
（注1）

大蔵省主計局共済課長山口公生編「逐条国家公務員等共済組合法」 8ページ
（定義）

1職員

（2）国家公務員については、国家公務員法第2条第2項に規定する一般職の国
家公務員のほか同条第3項各号に掲げる特別職の国家公務員も含まれる。

（注2)

国家公務員法

（一般職及び特別職）

第2条国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ°
2一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

１



第
三
十
七
条
職
員
と
な
っ
た
者
は
、
そ
の
職
員
と

な
っ
た
日
か
ら
、
そ
の
属
す
る
各
省
各
庁
及
び
当

該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
又

は
公
社
の
職
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
組
合
（
第
三

条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
各
号
の
職
員
を
も
っ
て
組

織
す
る
組
合
）
の
組
合
員
の
資
格
を
取
得
す
る
。

（
組
合
員
の
資
格
の
得
喪
）

第
三
章
組
合
員

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

（
定
義
）

Ｆ

第
二
条
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
賠
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
職
員
常
時
勤
務
に
服
ず
る
こ
と
を
要
す
る

国
家
公
務
員
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
十
九
条
又
は
第
八

十
二
条
の
規
定
（
他
の
法
令
の
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
規
定
を
含
む
Ｊ
に
よ
る
休
職
又
は
停
域
の

処
分
を
受
け
た
者
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
職
務

に
専
念
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
た
者
そ
の
他
の

常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
国
家
公

務
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
も
の
と
し
、

臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

る
者
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
を
い
う
。

第
二
早
総
則

h



『

（対法務当局）

平成17年10月1 1日（火）

司法法制部

衆・法務委員会

野正芳議員（自民）
士
ロ

1

〈．

追加2問一般の政府職員の給与について導入される号俸の4分割を
検察官に導入するのか。導入しないとすると，その理由は何
か。法務当局に問う。

(答）

一般職給与法適用職員については，今回の人事院勧告により，きめ細
かな勤務実績を給与処遇に反映させるため，現行の号俸を4分割した上，
勤務成績に基づく昇給制度を導入することとされており， この制度は，
勤務実績の給与への反映という観点から，工夫されたも‘のであると考え
ている。

検察官の俸給についても，勤務実績が給与処遇に適正に反映されるこ

とは重要であると考えているが，他方で，検察官については，一般職給

与法適用職員とは異なり，毎年の普通昇給もなく，特別昇給制度も採り

入れていないなど，その職務の特殊性や裁判官の報酬体系との整合性を

考慮した，一般職給与法適用職員とは相当異なる体系をとっていること

などを踏まえて検討した結果，号俸の分割については見送ることとした
ものである。

いずれにしても，勤務実績が適正に給与処遇に反映されるよう適切な
運用に努めてまいりたい。



◆

刑事局作成

10月11日（火） 衆・法務委吉野正芳議員（自民）

対法務当局

3問

検察官について，事件処理に必要な専門性を身に付けるた

めの研修として, どのような研修を，どの程度実施している

のか,法務当局に問う。

（答）

法務・検察においては，複雑高度化する犯罪情勢に対処す

るため，各検察官の法律知識，捜査・公判等の実務能力の向

上を図るべく， 日常の執務の中で個々の検察官に対する指導

を行うとともにj経験年数に応じた各種研修において，事件

の捜査・公判に必要な専門的知識・技能を習得させるため，

各種情報を提供し，あるいは，専門家を招くなどして研修を
実施しています。

特に，任官後おおむね7年ないし10年の経歴を有する検事

を対象として，主として知能犯罪などの捜査及び公判に関す

る専門的知識及び技能を修得させることを目的とした研修を

実施し， また，任官後おおむね4年を経過した副検事を対象

として，交通事犯・薬物事犯などの捜査及び公判に関する必

要な高度の知識及び技能を修得させることを目的とした研修

を実施し，ほぼ全員の検事及び副検事がこうした研修を受講
しています。



◆

（
対
閃
Ｈ
］
・
副
大
臣
・
政
務
官
）
司
法
法
制
部
作
成

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委
近
江
屋
信
広
議
員
（
自
民
）

（
注
）
今
回
の
裁
判
所
関
係
の
法
案
（
裁
判
官
報
酬
法
の
一

判
洲
雌
雌
艫
卿
一
取
噸
淵
州
耐
燗
馴
媚
腿
珊
拝
哨
醐
側
繩
細
や

へ

答
一

進
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

裁
判
所
の
意
向
を
十
分
に
尊
重
し
た
上
で
へ
検
討
を

結
果
を
受
け
て
、
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。

い

今
後
と
も
、
裁
判
所
関
係
の
法
案
に
つ
い
て
は
、

ず
れ
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
検
討
を
進
め
ら
れ
た

今
回
の
裁
判
所
関
係
の
法
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、

1



◆

答
弁
等
連
絡
責
任

司
法
法
制
部
司

連
絡
先
役
所
自
宅
携
帯

官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら

対
し
、
立
法
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

者法
法
制
課
長
井
上
宏

・
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

、

当
省
に

2



八

（
対
閉
日
早
副
大
臣
，
政
務
官
）
司
法
法
制
部
作
成

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委
近
江
屋
信
広
議
員
（
自
民
）

｜
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
（
平
成
十
三
年
六
月

へ

答
一

基
盤
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た

庁
職
員
の
適
正
な
増
加
を
含
む
司
法
を
支
え
る
人
的

書
記
官
等
の
裁
判
所
職
員
、
検
察
事
務
官
等
の
検
察

め
、
各
種
の
制
度
改
革
の
進
展
や
社
会
の
法
的
需
要

中
で
、
裁
判
官
、
検
察
官
の
大
幅
な
増
員
や
裁
判
所

計
画
（
平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
お

十
二
日
）
を
踏
ま
え
た
政
府
の
司
法
制
度
改
革
推
進

い

て
、
「
全
体
と
し
て
の
法
曹
人
口
の
増
加
を
図
る

IF

'ぐ－－
別



､

二
法
務
省
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
司
法
制
度
改
革
の

（
注
）
裁
判
所
・
検
察
庁
の
体
制
に
つ
い
て

す
べ
て
の
司
法
権
は
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
と
さ

れ
（
憲
法
第
七
十
六
条
第
一
項
）
、
下
級
裁
判
所
と
し
て
、

高
等
裁
判
所
、
地
方
裁
判
所
、
家
庭
裁
判
所
及
び
簡
易
裁

判
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
（
裁
判
所
法
第
一
一
条
第
一
項
）
・

最
高
裁
判
所
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
と
十
四
名
の
最
高

裁
判
所
判
事
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
（
裁
判
所
法
第
五
条
）
・

高
等
裁
判
所
は
、
全
国
に
本
庁
八
庁
（
東
京
、
大
阪
、
名

古
屋
、
広
島
、
福
岡
、
仙
台
、
札
幌
及
び
高
松
に
所
在
）
、

進
捗
状
況
や
そ
の
時
々
に
お
け
る
事
件
数
、
社
会
の

需
要
な
ど
を
踏
ま
え
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
ま

活
用
し
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
」
と
さ
れ

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
制
度
等
を
効
率
的
に

て
お
り
ま
す
。

い

2



●

検
察
庁
に
つ
い
て
は
、
検
察
庁
法
に
基
づ
き
、
最
高
検

察
庁
が
最
高
裁
判
所
に
、
高
等
検
察
庁
が
各
高
等
裁
判
所

に
、
地
方
検
察
庁
が
各
地
方
裁
判
所
に
、
区
検
察
庁
が
各

簡
易
裁
判
所
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
置
か
れ
て
い
る
。

平
成
十
七
年
度
の
検
察
官
の
定
員
は
二
千
四
百
四
十
七

人
で
あ
る
。

人
で
あ
る
。

支
部
六
庁
及
び
知
的
財
産
高
等
裁
判
所
が
あ
り
、
地
方
裁

判
所
は
、
本
庁
五
十
庁
（
北
海
道
に
四
庁
あ
る
ほ
か
は
、

各
県
庁
所
在
地
に
所
在
）
、
支
部
一
一
百
三
庁
が
あ
り
、
家

庭
裁
判
所
は
、
本
庁
五
十
庁
、
支
部
一
一
百
三
庁
、
出
張
所

七
十
七
庁
が
あ
り
、
簡
易
裁
判
所
は
、
四
百
三
十
八
庁
あ

る
。
平
成
十
七
年
度
の
裁
判
官
の
定
員
は
三
千
一
一
百
六
十
六

3



の

答
弁
等
連
絡

司
法
法
制

連
絡
先

責
任
者

部
司
法
法
制
課
長

井
上

宏

4



(対法務当局）

平成1 7年10月1 1日（火）

人事課

衆・法務委員会

伊藤渉議員（公明）

4問検察官の昇給制度・昇進制度は具体的にどのようになっている

か，法務当局に問う。

(答）

検察官の昇給について§ （司法修習生から任官した検事について申し

上げれば，先ほど裁判所から御答弁になったのと，ほぼ同様の運用とな

っているが， ）一般的には，経験及び能力，勤務成績，責任の度合い等
を勘案して昇給させることとしている。

〔更に，配置の基準について問われた場合〕

検察官の配置については，その職務経験や能力，適性に応じて適材
適所に努めているところである。

1

ノ



(対法務当局）

平成17年10月1 1日（火）

人事課

衆・法務委員会

伊藤渉議員（公明）

5問検察官に勤勉手当支給されるのか， どのような者にどのような

金額が支給されるのかゥ法務当局に問う。

(答）

検察官については，検事9号から20号までの者及び副検事2号から
16号までの者に勤勉手当が支給されている。

その金額については，一般職の職員の例により，俸給等（俸給，調整

手当，役職段階別加算額，管理職加算額）の月額に期間率と成績率を乗

じた額が支給されているので，一概には申し上げられないが，例えば，

東京在勤(調整手当支給率12％）で検事任官直後の検事20号の俸給

月額を受ける者が，基準日以前の6か月間を通じて勤務したとして，そ

の成績が良好であれば,勤勉手当額は，約20万円となる。検事9号の

俸給月額を受ける者については，同様の条件であれば，勤勉手当額は，
約65万円となる｡

(参考）

勤勉手当＝（俸給十調整手当十役職段階別加算十管理職加算）の月額×（期間率）×（成績率）

一



(対法務当局）

平成17年10月1 1日（火）

人事課

衆・法務委員会

伊藤渉議員(公明）

(答）

検察官については，期末・勤勉手当及び期末特別手当以外に，調整手

当通勤手当，単身赴任手当が支給され，検事9号から20号までの者

及び副検事2号から16号までの者には，併せて扶養手当，住居手当な

ども支給されている。

(参考）

検察官に支給される手当一覧

検事l～8号

認証官 副検事特･1号

初任給調整手当 × ×

扶養手当 × ×

調整手当 ○ ○

住居手当 × ×

通勤手当 ○ ○

単身赴任手当 ○(雛鯛〈） ○

特地勤務手当 × ○

管理職員特別勤務手当 × ○

期末手当 ○ ×

勤勉手当 × ×

期末特別手当 × ○

寒冷地手当 ○(聯鮎勤嶮報） ○

検事9～20号

副検事2～16号

○伽3-20）

○

○

○

○

○

○

○臘19'20,313-16隙く）

○

○

×

○



ゆ

(対法務当局） 人事課

衆・法務委員会

伊藤 渉議員（公明）

平成1 7年10月1 1日（火）

7問人事院勧告では，一般の行政職員の給与構造の見直しとして，
平均4． 8パーセント引き下げた上で，民間賃金の高い地域に最
大18パーセントの地域手当を支給することとしているが,検察
官について，一般の行政職員と同様に「地域手当」の制度を導入
しようとする理由は何か，法務当局に問う。

(答）

今般の人事院勧告における地域手当の導入はj地域ごとの民間賃金水

準の格差を踏まえ，国家公務員の給与に地域の民間賃金水準がより適切

に反映されるよう，俸給水準を全体的に引き下げた上で，民間賃金水準

の高い地域では，従前の調整手当に代えて，地域手当を支給しようとす
るものである。

検察官の手当については，原則として，一般職給与法適用職員の例に

よることとされており,ただ今述べたような地域手当を導入する趣旨は

検察官にも妥当するものであるこどから,検察官にも地域手当制度を導
入しようとするものである。



f

(対法務当局）

平成17年10月1 1日（火）

人事課

衆・法務委員会

伊藤 渉議員（公明）
~

詞
(答）

一般職給与法適用職員については，今回の人事院勧告により，きめ

細かな勤務実績を給与処遇に反映させるため，現行の号俸を4分割し

た上，勤務成績に基づく昇給制度を導入することとされており， この

制度は，勤務実績の給与への反映という観点から,工夫されたもので
あると考えている。

検察官の俸給についても，勤務実績が給与処遇に適正に反映される

ことは重要であると考えているが，他方で，検察官については，一般

職給与法適用職員とは異なり，毎年の普通昇給もなく,特別昇給制度
も採り入れていないなど，その職務の特殊性や裁判官の報酬体系との

整合性を考慮した，一般職給与法適用職員とは相当異なる体系をとっ

ていることなどを踏まえて検討した結果，号俸の分割については見送
ることとしたものである。

いずれにじても，勤務実績が適正に給与処遇に反映されるよう適切
な運用に努めてまいりたい。

人事院雷

塞給完の長
貢の給与構造の見直しとし

漬に応じた昇給の充実を区
この制度を導入しようと考
で‐娃慾当烏Iテ閤弓

没の行政媚

し‐勤務空

r



4

(対法務当局）

平成17年10月1 1日（火）

人事課

衆9法務委員会

伊藤渉議員（公明）

9問検察官のように昇給や昇進のための基準をどこにおくかが難し

い職種であればあるほど，逆にその客観的な基準を置いて透明度

を高めるべきだと考えるが，今後の取組について，法務当局に問
ｰ

つ。

(答）

:検察官については，経験及び能力，勤務成績，責任の度合い等を勘案
して昇給させているところであるが，今後とも，客観性の確保に努めて
まいり･たい。

、



｡

（
対
国
四
回
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

（
佐
口
）

職
務
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と

酬
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
安
ん
じ
て

代
表
し
て
見
解
を
述
べ
る
立
場
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、

任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と

も
に
、
裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
個
々

第
七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
が
「
在

当
省
な
り
の
考
え
方
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
こ
れ
ら

規
定
し
て
お
り
ま
す
。

を
経
済
的
側
面
か
ら
担
保
す
る
た
め
、
相
当
額
の
報

の
裁
判
官
又
は
司
法
全
体
に
何
ら
か
の
圧
力
を
か
け

の
憲
法
の
規
定
は
玲
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
性

■■■■■■

裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、
憲
法

●
中

法
務
省
は
、
憲
法
の
解
釈
一
般
に
つ
い
て
政
府
を

問
裁
判
官
の
報
酬
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は

憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か

法
務
大
臣
に
問
う
。

司
法
法
制
部
作
成

石
関
貴
史
議
員
（
民
主
）

、 、

1 冬－－－



、

動
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

報
酬
が
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
、
裁
判
官
の
職
権
行

使
の
独
立
性
や
三
権
の
均
衡
を
害
し
て
司
法
府
の
活

げ
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
を
社
会
一
般
の
情

律
に
よ
っ
て
一
律
に
全
裁
判
官
の
報
酬

均
衡
等
の
観
点
か
ら
さ
れ
た
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く

勢
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
、
国
家
公
務
員
全
体
の
本

俸
を
引
き
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
旨
の

れ
と
同
程
度
の
引
下
げ
を
行
う
こ
と
は
、
相
当
額
の

行
政
府
の
国
家
公
務
員
の
給
与
引
下
げ
に
伴
い
、
法

よ
う
な
国
家
公
務
員
全
体
の
給
与
水
準
の
民
間
と
の

人
事
院
勧
告
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
報
酬
の
減
額

も

を

禁

止

し

た

趣

旨

の

規

定

で

あ

る

と

解

さ

れ

ま

す

。

る
意
図
で
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
国
家
公
務
員
の
給
与
の
引
下

一
」
．
Ｉ

つ

い

て

こ

い

こ

2



●

第
七
十
九
条
第
六
項
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て

定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任

中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

憲
法
（
参
考
）

（
注
）

な
お
、
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
、
最
高
裁
判
所
の
裁

判
官
全
員
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
官
会
議
も
同
趣
旨
の
結
論

を
確
認
し
た
と
の
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
の
コ
メ
ン
ト
が

発
表
さ
れ
て
い
る
（
別
添
参
照
）
。

違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

止
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
条
に

十
五
年
に
も
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
の
減
額
禁

な
お
、
同
趣
旨
の
引
下
げ
は
、
平
成
十
四
年
及
び

し
た
が
い
ま
し
て
、
今
回
の
措
置
は
、
憲
法
第

3



●

答
弁
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ロ
■

役
所

第
八
十
条
第
二
項
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定

期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、

こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

自
宅
携
帯

4



句

平成14年度改正のもの

最高裁判所事務総長コメント

政府においては，今年度の人事院勧告に沿って，特別職を含め，国家公務員の給与全

体を引き下げることとした旨決定したと聞いております。

そこで，本日，先般の最高裁判所裁判官会議の結果に基づいて，裁判官の報酬等に関

する法律を所管する法務省の担当部局に対し，裁判官の報酬について，国家公務員同様

の引き下げを行う旨の立法関係作業を依頼することとしました。

裁判官会議では，憲法上，裁判官の報酬について特に保障規定が設けられている趣旨

及びその重みを十分に踏まえて検討し，人事院勧告の完全実施に伴い，国家公務員の給

与全体が引き下げられるような場合に，裁判官の報酬を同様に引き下げても，司法の独

立を侵すものではないことなどから，憲法に違反しない旨確認したものと理解していま

す。



（
対
閃
圓
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

二
も
と
よ
り
、
裁
判
官
の
担
う
職
務
と
責
任
が
重
大

一
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊

へ

答
一

位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で
す
。

性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
司
法
の
担
い
手
と
し
て
の
地

検
討
を
進
め
ら
れ
た
結
果
を
受
け
て
、
改
正
を
行
お

を
も
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
注
二
（
注
二
）
。

う
と
す
る
も
の
で
す
（
注
三
）
。

の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
憲
法
の
規
定
の
趣
旨

は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ

三で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
ぐ
裁
判
所
に
お
か
れ
て

今
回
の
「
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
」
の

問
裁
判
官
の
報
酬
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
、
法
務
大
臣
に
問
う
。

ま
た
、
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
「
裁
判
官

司
法
法
制
部
作
成

石
関
貴
史
議
員
（
民
主
）

蓬一一1

籾



（
注
二
）
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
、
憲
法
第
七
十
九
条
第

六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
は
、
「
裁
判
官
は
、
す
べ
て

定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任

中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
規
定
し

（
注
一
）
一
般
の
政
府
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
「
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
』
と
「
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
』
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

考
え
て
お
り
ま
す
（
注
四
）
。

て
い
る
。

と
も
、
重
要
な
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

な
っ

て
お
り

す

で
、

裁
判
官

役
割
は
、

ま

の

の

△
ヲ

度

あ
り
、
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
事
件
も
複
雑
に

し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た

て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意
向
を
十
分
に
尊
重

こ
れ
ら
の
憲
法
の
規
定
は
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独

裁
判
官
の
報
酬
を
含
め
た
処
遇
の
あ
り
方
に
っ

一

い

と い

2



仁

（
注
四
）
裁
判
官
の
報
酬
の
定
め
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職

務
と
責
任
の
特
殊
性
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
超
過
勤

務
手
当
の
支
給
が
な
い
こ
と
、
そ
の
重
責
に
ふ
さ
わ
し
い

適
材
確
保
の
必
要
性
等
を
満
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

等
を
考
慮
し
つ
つ
、
民
間
企
業
の
給
与
水
準
と
の
バ
ラ
ン

ス
に
も
配
慮
し
て
、
一
般
の
政
府
職
員
と
は
別
の
法
律
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

（
注
三
）
今
回
の
法
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
九
月
二
十
八
日
、

裁
判
官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、
法

務
省
に
対
し
旬
立
法
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

立
性
を
経
済
的
側
面
か
ら
担
保
す
る
た
め
、
相
当
額
の
報

酬
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
安
ん
じ
て
職
務

に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
裁

判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
裁
判
官
又
は

司
法
全
体
に
何
ら
か
の
圧
力
を
か
け
る
意
図
で
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
報

酬
の
減
額
を
禁
止
し
た
趣
旨
の
規
定
と
解
さ
れ
る
。

3
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司
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携
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長
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宏
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ヘ

（
対
閃
固
宇
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

内

答
一

職
務
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と

も
に
、
裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
個
々

酬
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
安
ん
じ
て

の
裁
判
官
又
は
司
法
全
体
に
何
ら
か
の
圧
力
を
か
け

を
経
済
的
側
面
か
ら
担
保
す
る
た
め
、
相
当
額
の
報

代
表
し
て
見
解
を
述
べ
る
立
場
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、

当
省
な
り
の
考
え
方
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
こ
れ
ら

》

第
七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
が
「
在

規
定
し
て
お
り
ま
す
。

任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と

の
憲
法
の
規
定
は
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
性

想
定
一
間
裁
判
官
の
報
酬
を
引
き
下
げ
る
こ
と

は
、
憲
法
の
規
定
に
違
反
す
る
の
で
は

な
い
か
、
法
務
大
臣
に
問
う
。

法
務
省
は
、
憲
法
の
解
釈
一
般
に
つ
い
て
政
府
を

裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、
憲
法

司
法
法
制
部
作
成

高
山
智
司
議
員
（
民
主
）

'合一



→

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
報
酬
の
減
額

動
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

使
の
独
立
性
や
三
権
の
均
衡
を
害
し
て
司
法
府
の
活

報
酬
が
保
障
さ
れ
て
い
る
限
り
、
裁
判
官
の
職
権
行

律
に
よ
っ
て
一
律
に
全
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
こ

れ
と
同
程
度
の
引
下
げ
を
行
う
こ
と
は
、
相
当
額
の

均
衡
等
の
観
点
か
ら
さ
れ
た
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く

行
政
府
の
国
家
公
務
員
の
給
与
引
下
げ
に
伴
い
、
法

げ
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
を
社
会
一
般
の
情

俸
を
引
き
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
旨
の

勢
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
、
国
家
公
務
員
全
体
の
本

人
事
院
勧
告
を
受
け
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の

よ
う
な
国
家
公
務
員
全
体
の
給
与
水
準
の
民
間
と
の

を
禁
止
し
た
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。

る
意
図
で
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
国
家
公
務
員
の
給
与
の
引
下

い
一
」

2
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、

第
七
十
九
条
第
六
項
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て

定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任

中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

憲
法
（
参
考
）

へ

洋
一

な
お
、
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
、
最
高
裁
判
所
の
裁

判
官
全
員
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
官
会
議
も
同
趣
旨
の
結
論

を
確
認
し
た
と
の
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
の
コ
メ
ン
ト
が

発
表
さ
れ
て
い
る
（
別
添
参
照
）
。

違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

十
五
年
に
も
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

止
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
条
に

し
た
が
い
ま
し
て
、
今
回
の
措
置
は
、
憲
法
第

七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
の
減
額
禁

な
お
、
同
趣
旨
の
引
下
げ
は
、
平
成
十
四
年
及
び

１

3
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答
弁
連
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責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
二
■
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■
■
■
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■
■

連
絡
先
役
所

第
八
十
条
第
二
項
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定

期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任
中
、

こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

自
宅
携
帯
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字

平成1 4年度改正のもの

最高裁判所事務総長コメント

政府においては，今年度の人事院勧告に沿って，特別職を含め，国家公務員の給与全

体を引き下げることとした旨決定したと聞いております。

そこで，本日，先般の最高裁判所裁判官会議の結果に基づいて，裁判官の報酬等に関

する法律を所管する法務省の担当部局に対し,裁判官の報酬について，国家公務員同様

の引き下げを行う旨の立法関係作業を依頼することとしました｡

裁判官会議では,憲法上,裁判官の報酬について特に保障規定が設けられている趣旨

及びその重みを十分に踏まえて検討し，人事院勧告の完全実施に伴い，国家公務員の給

与全体が引き下げられるような場合に，裁判官の報酬を同様に引き下げても, ･司法の独

立を侵すものではないことなどから，憲法に違反しない旨確認したものと理解していま

す。



、

卜

（
対
国
四
回
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

一

先
ほ

上
げ

法
務
省
は
、

ど
も
申
し

お
り
、

ま
し

た
と

（
鐘
巨
）

れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の

裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
裁
判
官

又
は
司
法
全
体
に
何
ら
か
の
圧
力
を
か
け
る
意
図
で
さ

を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
安
ん
じ
て
職
務

条
第
二
項
の
規
定
は
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立
性

を
経
済
的
側
面
か
ら
担
保
す
る
た
め
、
相
当
額
の
報
酬

に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

減
額
に
関
す
る
憲
法
第
七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十

述
べ
る
立
場
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
裁
判
官
の
報
酬
の

憲
法
の
解
釈
一
般
に
つ
い
て
政
府
を
代
表
し
て
見
解
を

DInに

司
法
法
制
部
作
成

高
山
智
司
議
員
（
民
主
）

一・
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二
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
委
員
御
指
摘
の

さ
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

合
な
ど
、
既
に
述
べ
た
憲
法
の
規
定
の
趣
旨
に
反
す
る

七
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
鑑
み
、
許

よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
措
置
は
、
憲
法
第

よ
う
に
、
裁
判
官
の
報
酬
の
減
額
が
三
権
の
均
衡
を
害

し
全
体
と
し
て
の
司
法
権
の
独
立
に
影
響
を
及
ぼ
す
場

よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
報
酬
の
減
額
を
禁
止
し
た
趣
旨

の
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
ま
す
。

2



ヂ

考
え
て
良
い
か
、
と
問
わ
れ
た
場
合
）

裁
判
官
の
報
酬
の
み
を
裁
判
官
全
部
に
つ
い
て
減
額
す
る

し
て
の
司
法
権
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
該
当
す
る
、
と

と
い

【
更
問
】

へ

答
一

（
で
は
、
立
法
・
行
政
の
公
務
員
に
つ
い
て
は
減
額
せ
ず

す
。

を
離
れ
、
一
般
的
に
そ
の
よ
う
な
場
合
に
該
当
す
る
も

均
衡
を
害
し
、
全
体
と
し
て
の
司
法
権
の
独
立
に
影
響

の
か
ど
う
か
断
ず
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
と
思
い
ま

う
か
は
、
具
体
的
な
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
検
討
す
べ
き
も

思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
該
当
す
る
か
ど

を
及
ぼ
す
場
合
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
強
い
も
の
と
は

の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
具
体
的
な
ケ
ー
ス

委
員
御
指
摘
の
よ
う
な
場
合
は
、
基
本
的
に
三
権
の

う
よ
う
な
場
合
は
、
三
権
の
均
衡
を
害
し
、
全
体
と

”

3
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戸

（
対
田
四
回
。
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

二
今
回
の
国
家
公
務
員
の
給
与
の
引
下
げ
は
、
国
家
公

一
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性

へ

答
一

院
勧
告
を
受
け
、
同
勧
告
ど
お
り
の
給
与
の
改
定
を
行

う
旨
閣
議
決
定
を
し
た
こ
と
（
注
一
）
、
ま
た
、
従
来
、

務
員
の
給
与
水
準
を
社
会
一
般
の
情
勢
に
適
応
さ
せ
る

裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
｜
般
の
政
府
職
員
と
は

役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

別
の
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
、
今
般
の
人
事

お
り
ま
す
。

を
踏
ま
え
た
上
で
、
司
法
の
担
い
手
と
し
て
の
地
位
や

き
で
あ
る
と
し
て
へ
そ
の
旨
の
人
事
院
勧
告
を
受
け
て

た
め
に
、
国
家
公
務
員
全
体
の
本
俸
を
引
き
下
げ
る
べ

ﾉ】

司
法
法
制
部
作
成

高
山
智
司
議
員
（
民
主
）

＜一1



守

へ

沖
0■■■■

■■■■■■

ー

（
注
一
）本
年
の
一
般
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
閣
議
決
定

は
、
本
年
九
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
改
定
の
方
法
に
つ
い

て
は
、
従
来
、
「
対
応
金
額
ス
ラ
イ
ド
方
式
」
に
よ
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
対
応
金
額
ス
ラ
イ
ド
方
式
」
と
は
、

特
別
職
及
び
一
般
職
の
給
与
と
対
応
さ
せ
、
特
別
職
及
び
一

般
職
の
給
与
が
改
定
さ
れ
た
場
合
は
同
じ
改
定
率
で
裁
判
官

及
び
検
察
官
の
給
与
を
改
定
す
る
と
い
う
方
式
を
い
う
。

裁
判
官
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
全
体
の
給

与
体
系
の
中
で
、
そ
の
職
務
の
特
殊
性
を
考
慮
し
つ
つ

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
も
の
と
す
る
と
い
う
考
え
方
に
基

づ
い
て
改
定
を
行
っ
て
き
た
こ
と
（
注
三
な
ど
を
踏

ま
え
ま
す
と
、
政
府
と
し
て
、
裁
判
所
に
お
か
れ
て
検

討
を
進
め
ら
れ
た
結
果
を
受
け
て
、
今
般
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
に
は
、
十
分
に
合
理
性
が
あ
る
も
の
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

ｰ

2



●

（
注
三
）な
お
、
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判

官
全
員
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
官
会
議
も
同
趣
旨
の
結
論
を
確

認
し
た
と
の
最
高
裁
判
所
事
務
総
長
の
コ
メ
ン
ト
が
発
表
さ

れ
て
い
る
（
別
添
参
照
）
。

一

3
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【
更
問
】

（
鐘
目
）

金
水
準
の
高
い
地
域
に
地
域
手
当
を
支
給
す
る
措
置
を

講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
考
え
方
は
、
裁
判
所
の
ご

れ
る
よ
う
、
俸
給
水
準
の
引
下
げ
を
行
い
、
民
間
の
賃

今
般
の
人
事
院
勧
告
は
、
全
国
共
通
の
俸
給
表
を
維

持
し
つ
つ
、
地
域
ご
と
の
民
間
賃
金
水
準
の
格
差
を
踏

ま
え
、
地
域
の
民
間
賃
金
水
準
が
よ
り
適
切
に
反
映
さ

勧
告
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

賃
金
水
準
と
均
衡
さ
せ
る
と
い
う
民
間
準
拠
を
基
本
に

権
の
独
立
を
害
し
、
不
相
当
で
は
な
い
か
、
と
間
わ
れ

た
場
合
。
）

よ
り
給
与
額
に
大
き
な
相
違
を
設
け
る
こ
と
は
、
司
法

に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
域
手
当
導
入
に

（
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
全
国
で
一
律
に
同
様
の
職
務

人
事
院
勧
告
は
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
を
民
間

4



答
弁
等
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■

自
宅
一

携
帯
一

相
当
で
あ
る
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

従
事
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
不

上
で
、
｜
般
の
政
府
職
員
と
同
様
に
地
域
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
は
、
裁
判
官
が
全
国
一
律
に
同
様
の
職
務
に

判
官
に
つ
い
て
、
全
国
一
律
の
報
酬
水
準
を
維
持
し
た

果
を
受
け
て
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
が
、
裁

十
分
に
合
理
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
て
は
、
裁
判
所
に
お
か
れ
て
検
討
を
進
め
ら
れ
た
結

判
断
に
基
づ
い
て
裁
判
官
に
及
ぼ
す
場
合
で
あ
っ
て
も
、

裁
判
官
の
報
酬
に
関
す
る
今
回
の
見
直
し
に
つ
き
ま

L

一

■■■
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乙

、

平成14年度改正のもの

最高裁判所事務総長コメント

政府においては，今年度の人事院勧告に沿って，特別職を含め，国家公務員の給与全

体を引き下げることとした旨決定したと聞いております。

そこで，本日,､先般の最高裁判所裁判官会議の結果に基づいて，裁判官の報酬等に関

する法律を所管する法務省の担当部局に対し，裁判官の報酬について，国家公務員同様

の引き下げを行う旨の立法関係作業を依頼することとしました。 ・

裁判官会議では，憲法上，裁判官の報酬について特に保障規定が設けられている趣旨

及びその重みを十分に踏まえて検討し，人事院勧告の完全実施に伴い，国家公務員の給

与全体が引き下げられるような場合に，裁判官の報酬を同様に引き下げても，司法の独

立を侵すものではないことなどから，憲法に違反しない旨確認したものと理解していま

す。

、



、

（
対
閣
凹
圓
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
十
一
日
（
火
）
衆
・
法
務
委

二
も
と
よ
り
、
裁
判
官
の
担
う
職
務
と
責
任
が
重
大

｜
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊

へ

答
一

画
①

検
討
を
進
め
ら
れ
た
結
果
を
受
け
て
、
改
正
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
す
（
注
三
）
。

位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で
す
。

を
も
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
注
一
）
（
注
一
一
）
。

性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
司
法
の
担
い
手
と
し
て
の
地

き
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
憲
法
の
規
定
の
趣
旨

想
定
四
問
裁
判
官
の
報
酬
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
法
務
大

臣
に
問
う
。

は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ

の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
裁
判
所
に
お
か
れ
て

今
回
の
「
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
」
の

ま
た
、
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
「
裁
判
官

司
法
法
制
部
作
成

高
山
智
司
議
員
（
民
主
）

!＜一
一



、

（
注
二
）
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
、
憲
法
第
七
十
九
条
第

六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
は
、
「
裁
判
官
は
、
す
べ
て

定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任

中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
規
定
し

（
注
一
）
一
般
の
政
府
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
へ
「
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
と
「
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

考
え
て
お
り
ま
す
（
注
四
）
。

と
も
、
重
要
な
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
裁
判
官
の
役
割
は
、
今
度

あ
り
、
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
事
件
も
複
雑
に

し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た

て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意
向
を
十
分
に
尊
重

で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で

裁
判
官
の
報
酬
を
含
め
た
処
遇
の
あ
り
方
に
つい

と い

2
ー



●

（
注
四
）
裁
判
官
の
報
酬
の
定
め
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職

務
と
責
任
の
特
殊
性
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
超
過
勤

務
手
当
の
支
給
が
な
い
こ
と
、
そ
の
重
責
に
ふ
さ
わ
し
い

適
材
確
保
の
必
要
性
等
を
満
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

等
を
考
慮
し
つ
つ
、
民
間
企
業
の
給
与
水
準
と
の
バ
ラ
ン

ス
に
も
配
慮
し
て
、
｜
般
の
政
府
職
員
と
は
別
の
法
律
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

（
注
三
）
今
回
の
法
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
九
月
二
十
八
日
、

裁
判
官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、
法

務
省
に
対
し
、
立
法
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
憲
法
の
規
定
は
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独

立
性
を
経
済
的
側
面
か
ら
担
保
す
る
た
め
、
相
当
額
の
報

酬
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
安
ん
じ
て
職
務

に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
認
裁

判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
裁
判
官
又
は

司
法
全
体
に
何
ら
か
の
圧
力
を
か
け
る
意
図
で
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
報

酬
の
減
額
を
禁
止
し
た
趣
旨
の
規
定
と
解
さ
れ
る
。

て
い
る
。
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